
豊中市告示第２３７号 

 

   大規模小売店舗の新設に関する届出について 

 

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定によ

り、大規模小売店舗の新設に関する届出がありましたので、同条第３項の規定

により次のとおり公告します。 

当該届出に係る書類については、公告の日から４月間一般の縦覧に供します

ので、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環

境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、豊中市に意見書を提出することができます。 

 

  平成２６年５月７日 

 

 

豊中市長  淺 利 敬 一 郎 

 

 

１ 届出事項の概要                          

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地  

    名称 （仮称）よみうり文化センター（千里中央）再整備事業 

所在地 豊中市新千里東町１丁目１番３ 

⑵  大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

     名称 株式会社読売新聞大阪本社 

住所 大阪市北区野崎町５番９号 

    代表者の氏名 代表取締役社長 太田 宏 

    名称 讀賣テレビ放送株式会社 

    住所 大阪市中央区城見２丁目２番３３号 

    代表者の氏名 代表取締役社長 望月 規夫 

⑶  大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の   

氏名 

     名称 イオンモール株式会社 

住所 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 

    代表者の氏名 代表取締役社長 岡崎 双一 

    ほか未定 

 



⑷  大規模小売店舗の新設をする日 

     平成２７年６月１日 

⑸  大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

     ９，３２０平方メートル 

⑹ 駐車場の位置及び収容台数 

    位置 建物５階ほか  

     収容台数 ３８６台 

⑺  駐輪場の位置及び収容台数 

     位置 建物地下１階ほか 

収容台数 ７６３台 

⑻  荷さばき施設の位置及び面積 

     位置 建物１階南西側 

面積 １６５平方メートル 

⑼  廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

     位置 建物１階南西側 

容量 ５３．４立方メートル 

⑽  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

     午前６時から翌日午前１時まで  

ほか未定 

⑾  来客が駐車場を利用することができる時間帯 

     午前５時３０分から翌日午前１時３０分まで 

⑿  駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

     出入口の数 ２箇所 

    位置 敷地南東側 

⒀  荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

     ２４時間 

２ 届出年月日 

   平成２６年４月２２日 

３ 届出に係る書類の縦覧場所 

   豊中市中桜塚３丁目１番１号 

   豊中市市民協働部くらしセンター地域経済課 

４ 意見書の提出先 

   〒５６１-８５０１ 豊中市中桜塚３丁目１番１号 

             豊中市市民協働部くらしセンター地域経済課 

（電話 (０６)－６８５８－２１９０） 

   


